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第６章  評  価 

 

１ 中央市教育振興基本計画の評価 
 

 本計画の推進にあたっては、社会の変化や市民ニーズ、政策変更等に対応して、実効性のあるも

のにするため、進捗状況の点検及び評価を行う。 

 計画の細部については、毎年度末、各学校毎に行われる「学校評価」及び市全体で導入予定の「中

央市行政評価」を通して点検、評価する。 

 教育委員会としては、それらを踏まえ、計画の進捗状況について、年度末の「中央市教育委員会

の事務の点検及び評価」で総合的に評価し、次年度以降の取組に反映させる。必要な部分修正につ

いては、定例教育委員会等の中で適宜対応して行く。 

なお、本計画は、平成２２年度から１０年間に取り組むべき基本的事項について示したものであ

り（平成２８年４月改訂）、特段の事由がある場合を除き策定から１０年後を目途に見直し、平成３

１年度に新たな計画を策定する。 

 

２ 学校評価の活用 
 

 学校は、学校評価等を通して、自校の教育活動等の成果を検証し学校運営の改善と発展を目指す

と共に、説明責任を果たし家庭や地域との連携協力を進めていく必要がある。 

 学校評価については、平成１９年６月、学校教育法が改正され、「学校評価を行い、その結果に基

づき学校運営の改善を図り、教育水準の向上に努めること（第４２条）」が規定された。また、「学

校の情報提供に関する規定（第４３条）」も設けられた。 

 これを受け、中央市のすべての学校は、学校評価（自己評価、関係者評価等）を行い学校の取組

を点検・評価し、教育委員会に報告すると共に保護者等にも公表している。 

 教育委員会としては、学校評価を精査し学校の成果と課題を理解し、必要な指導を行うと共に今

後の教育行政に活かすことが大切である。 

 

１「学校評価」に関する法規 

（１）学校教育法   

①第４２条 

小学校は、文部科学大臣の定めるところにより該当小学校の教育活動その他の学校運営の状況

について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることに

より、その教育水準の向上に努めなければならない。 

 ②第４３条 

  小学校は、該当小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、

これらの者との連携及び協力の推進に資するため、該当小学校の教育活動その他の学校運営の

状況に関する情報を積極的に提供するものとする。 

（２）学校教育法施行規則 

 ①第６６条 

  小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結

果を公表するものとする。前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切
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な項目を設定して行うものとする。 

 ②第６７条 

  小学校は、前条第１項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の

当該小学校の関係者（該当小学校の職員を除く）による評価を行い、その結果を公表するよう

努めるものとする。 

 ③第６８条 

  小学校は、第６６条第１項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は

その結果を、該当小学校の設置者に報告するものとする。 

 

２ 何のために「学校評価」を行うか 

（１）学校改善には、ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ 目標設定、Ｄｏ 実行、Ｃｈｅｃｋ 評価、Ａｃｔｉ

ｏｎ 改善）サイクルにより、「目標を設定し、教育活動を行い、それを評価し、不充分なと

ころを改善する」活動を行い、質の高い教育を目指す。 

（２）「学校評価」により学校が自主的・主体的に改善を図り、「より良い教育」を行い、保護者・

地域に信頼される教育を目指す。 

 ３ 教育委員会の事務の点検及び評価     
 

 毎年、教育委員会の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、報告書を 3 月議会

に提出するとともに、広報やホームページ等で公表する。 

                  

項 目 観   点 評定の平均値 

総 合 

評 価 

中央市の教育の基本「まごころ」 

１ 生きる力をはぐくむ教育（生） 

２ 命を大切にする教育（命） 

３ 信頼しあう教育（信） 

5･4･3･2･1 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

教育総務課 

教育総務   

 

     

 

  学校教育 

 

 

１ 企画、指導、管理は適切か。  

２ 施設・設備は充実しているか。  

３ 人事や組織の改善に努めているか。 

４ 教育委員会の会議は充実しているか。 

 

１ 基礎基本の徹底、学力向上に努めているか。 

２ 心の教育は充実しているか。(含むいじめ・不登校） 

３ 健康や体力の向上に努めているか。(含む給食。部活動） 

４ 学校への指導・管理は適切か。 

 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

生涯教育課 

社会教育 

 

  

 

 

１ 生涯学習は充実しているか。 

２ 文化の振興に努めているか。(含む文化財保護） 

３ 図書館事業は充実しているか。 

４ 青少年の健全育成に努めているか。 

 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 
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社会体育  

１ 社会体育は充実しているか。 

２ 体育施設の管理、充実に努めているか。 

３ スポーツ活動の振興を努めているか。 

４ 関係団体と連携して事業を進めているか。 

 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

５・４・３・２・１ 

教育委員 １ 教育委員は誠実に職務を遂行しているか。 ５・４・３・２・１ 

事 務 局 １ 事務局職員は誠実に職務を遂行しているか。(服務、接客など） ５・４・３・２・１ 

教育振興 

基本計画 
１ 中央市教育振興基本計画は予定とおり進んでいるか ５・４・３・２・１ 

 

 

  ＜その他＞ 

 

 ※５段階絶対評価（５：極めて満足である  ４：満足である  ３：普通である ２：不満足である １：極めて不満足である ） 

 

 

項 目 所          見 

総 合 

評 価 

 

 

 

 

教育総務課 

教育総務 

 

 

  

 

 

 

学校教育 

 

 

 

 

 

 

 

生涯教育課 

社会教育  

 

 

 

 

 

 

社会体育 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員  
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事  務  局   

 

市教育振興

基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 中央市行政評価の活用 
 中央市は、平成２４年度から行政評価を本格的に導入している。 

 厳しい地方財政下、限りある資源、財源を有効に活用して、多様な市民ニーズに応え、サービス

の向上を図るためには、これまでの行政運営に「仕事を振り返って評価する過程(ＣＨＥＣＫ)」を

加え「評価した結果を次の計画や予算、事務事業の見直しなどに反映していく取り組み(ＡＣＴＩＯ

Ｎ)」を行う必要がある。 

行政評価とは、市の将来像である「実り豊かな生活文化都市」を具現するために必要な施策や事

業に対して、目的や目標、方針等を明らかにし、「目的にかなった取組ができたのか」「目標や方針

がどれだけ達成できたか」「どれだけ成果があったか」等について評価し、その結果を事務事業の見

直しや予算編成、様々な企画などに反映させる取組のことである。 

教育委員会は中央市教育振興基本計画に基づき教育行政を推進するものであるが、行政評価を活

用し「ＰＬＡＮ（計画）－ＤＯ（実施）－ＣＨＥＣＫ（評価）－ＡＣＴＩＯＮ（改善）」というマネ

ジメントサイクルを教育行政に取り入れることで、本計画を改善することができる。 

 行政評価は、「教育委員会の事務の点検及び評価」の基礎となるものでもあり、本計画を具現して

いくためには行政評価を活用していくことが大切である。 
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＜参考資料＞ 

中央市立小・中学校就学予定児童生徒数（Ｈ２９～Ｈ３３） 

  Ｈ２８年４月現在 

 

 
平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

三村小学校 ５７ ５８ ６３ ６７ ５３ 

玉穂南小学校 ４５ ５７ ４３ ４６ ５０ 

田富小学校 ６６ ５５ ５６ ６３ ５８ 

田富北小学校 ５７ ４３ ５１ ４４ ５５ 

田富南小学校 ２２ ３０ ２２ ２６ ３０ 

豊富小学校 ２６ ３１ ３０ １５ ２０ 

小学校合計 ２７３ ２７４ ２６５ ２６１ ２６６ 

玉穂中学校 １３６ １４５ １４８ １５８ １４２ 

田富中学校 １４６ １４４ １３１ １４９ １５８ 

中学校合計 ２８２ ２８９ ２７９ ３０７ ３００ 

小中総合計 ５５５ ５６３ ５４４ ５６８ ５６６ 

 

 

     

 

 



 

～ まごころで 拓く 豊かな中央市 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一次中央市教育振興基本計画 

～ ま ご こ ろ ～ 
策 定 平成２１年１２月１日策定 

      （計画期間  平成２２年度から３１年度まで） 

改 訂 平成２８年 ４月１日改訂 

策定者 中 央 市 教 育 委 員 会  

住 所 〒４０９－３８９２ 中央市臼井阿原３０１－１ 

電 話 ０５５－２７４－８５２１ 

ＦＡＸ ０５５－２７４－７１３２ 
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